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         （午前１０時３０分 開議） 

○議長（森河昌之君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名で、全員出席であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、開会初日に決定したとおりであります。これに従って議事を進め

てまいります。 

 まず日程１、建設水道常任委員長報告について、建設水道常任委員長の審査結果報告

を求めます。６番、浅井委員長。 

○建設水道常任委員長（浅井正八君） それでは、建設水道常任委員会審査結果について 

をご報告させていただきます。 

 本定例会初日に本会議から付託を受けました議案等の審査を行うため、９月１６日、

全委員出席のもと委員会を開催いたしました。その審査の概要と結果について報告させ

ていただきます。 

 まず初めに、本会議からの付託議案でありますが、議案第４３号 平成１５年度斑鳩

町水道事業会計補正予算（第２号）について議題とし、理事者より説明を受け、質疑を

お受けしたところ、配管図の電算化対応ということで、各家庭に回られて確認されると

思うが、その対応方法について質疑があり、理事者より、各家庭に入りますので、十分

周知しながら進めてまいりたい。委託業者には証明書を発行していく考えであると答弁

を受けました。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、承認第８号 町長専決処分について承認を求めることについて（平成１５年度

斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について）を議題とし、理事者より説明を受け

、質疑をお受けしたところ、委員より質疑はありませんでした。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で承認すべきものといた

しました。 

 続いて、継続審査案件であります公共下水道事業に関することについてを議題とし、

理事者より説明を求めたところ、流域下水道事業の８月末における進捗状況は、安堵町

におけます中継ポンプ築造工事については、約９７％の進捗率である。次に、竜田川幹

線管渠第４号工事、稲葉車瀬の発進基地から三郷町勢野東までの工事は、現在１８％の



進捗率である。 

 町の公共下水道事業の進捗状況については、６月議会で議決をいただいた竜田汚水幹

線管渠工事２件は、本体工事に着手するため準備作業が終わったところである。次に、

６月に発注した服部１丁目地内の面整備１件、管渠埋設工事は現在作業が進められてお

り、１０月１７日の完成を目指している。法隆寺西１丁目地内の面整備については、管

渠埋設工事として２件、９月１６日に入札執行がされ、９月１８日から翌年３月１０日

までの工期で施工する予定である。 

 さらに、今後公共下水道が供用開始されることで不用となる浄化槽の再利用について

、有効な利用方法の考え方として、雨水貯留施設に転用し、雨水の有効な利用を行うも

のに対し、転用に要する費用の一部を補助することにより、降雨時の内水対策及び水資

源の有効利用を図りたい。補助は、改造工事をみずから負担して行う個人、また事業者

を対象とし、対象事業費の３分の２を補助金とし、補助金には上限額を設定する予定で

ある。なお、財源確保には国の補助制度も活用し、奈良県下でも実績が少ないため、上

部機関とも十分協議をし進めてまいりたいとの報告を受けました。 

 質疑を受けたところ、考え方を示してもらったが、金額的なことがわからない。いつ

ごろ決められるのか、もし町で考えられている金額があるならば教えてもらいたいとの

質問に、大まかな改造費用はつかんでいるが、周辺自治体もこうした手法で検討されて

おり、そうしたものを勘案しながら現在検討しているところであるとの答弁を受けまし

た。 

 また、補助対象者として、町は、個人、事業者がどのくらいあるのか把握しているの

かの質問には、現在整備の終わっている７９ヘクタールの戸数は把握しているが、細か

いところまで数字は把握しきれないとの答弁を受けました。 

 次に、各課報告事項について、町営住宅について、県事業の協議について、斑鳩町開

発指導要綱等の見直しについて、観月祭について、ふるさと秋祭りについて、宅地造成

工事に伴う水道工事による事務費、通水費の算出について報告を受けました。質疑応答

につきましては、ご報告を省略させていただきます。 

 また、その他についても、委員より質疑がございましたが、理事者より一定の答弁が

なされております。 

 以上が開会中におけます当委員会にかかわります審査の概要と結果でありますが、詳

細につきましては会議録に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますよう



お願い申し上げます。 

 最後に、当委員会として、公共下水道事業に関することについて及び委員会条例第２

条第１項第３号に定める所管事務について、閉会中も引き続き調査を要するものと決し

、議長に申し入れをしました。 

 また、当委員会所管事務について、先進地視察を計画し、計画書を議長に提出してお

ります。いずれも議員各位のご理解を賜りますようお願いし、建設水道常任委員会委員

長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（森河昌之君）  次に、日程２、厚生常任委員長報告について、厚生常任委員長の 

審査結果報告を求めます。１２番、木田委員長。 

○厚生常任委員長（木田守彦君） それでは、厚生常任委員会の審査結果について報告を 

いたします。 

  本定例会初日に本会議から付託を受けました議案等の審査を行うため、９月１７日、 

全委員の出席もとに委員会を開催いたしました。その審査の概要と結果について報告い

たします。 

 まず、初めに、本会議からの付託を受けました議案第３７号 斑鳩町保育の実施に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、昨日の

市町村合併調査研究特別委員会において、７町の比較の資料が出されたときに、保育料

に関して大きな差が出ていたが、合併問題の中ですり合わせは進んでいるのか、また見

通しはどうかとの質問に対し、現在調査段階ですり合わせの段階まではいっていない。

今後担当の方で色々考えていただき、幹事会でも素案をまとめ、協議会へ提出させてい

ただくとの答弁がありました。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、議案第４１号 平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、会計年度のくくりが変わったが、

会計的な事務の中で何か影響はあったのかとの質問に、事務的にはほとんど影響はござ

いませんとの答弁がありました。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 次に、議案第４２号 平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）



についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、ケアマネジャーのリーダーを養成する

研修という項目があったと思うが、斑鳩町としてどのような動きなのか、７町の中では

どうなのかとの質問があり、１５年度について今のところ研修予定はございませんが、

ケアマネジャーの地域における支援体制の強化を図るために、地域の実情に応じた介護

や内外にわたるケア体制の構築など、質の向上を目指して取り組んでいるとの答弁があ

りました。 

 また、介護保険料の徴収において、今後滞納が出てくるのではないかとの懸念を持っ

ているが、今後どのような取り組みをされていくのか聞きたいとの質問に、保険者の方

には制度的なことをもっと理解していただきたいということで対応している。督促状を

出すだけではなく、電話でお願いもしている状況である。今後は、他の税でも行ってい

るように、個別に徴収に回らせていただくことも考えているとの答弁がありました。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会として満場一致で原案どおり可決すべきも

のといたしました。 

 次に、議案第４４号 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規

約の変更についてを議題とし、質疑をお受けしたところ、委員より若干の質疑がありま

したが、理事者より一定の答弁がされております。 

 本件についてお諮りしたところ、当委員会としては満場一致で原案どおり可決すべき

ものといたしました。 

 続いて、陳情第５号 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の「現

に子がいないこと」要件の削除などに関する意見書提出に係る陳情書、陳情第６号 法

律などで性別の記載を義付けている文書の性別記載の必要性の見直しと削除を求める意

見書提出に係る陳情書、陳情第７号 町の公的文書中の不要な性別の記載の削除などを

求める陳情書の３議案については、内容等が関連することから、一括で議題とし、質疑

をお受けしたところ、こういう陳情書が出て改正になったときに、果たして行政として

、今考えられる時点でどういう支障があるのかとの質問に、法律の中では、３年間の間

でこうした問題点等があれば見直していくということであるが、性別自体が変更される

だけで問題はないのではないかと思うとの答弁がありました。 

 それでは、町としては申請書等で性別の項目を設けているが、趣旨にそって性別を削

除しても支障はないということかとの質問には、法的には性別の記載が明記されている

ものについては当然削除ということにはなり得ない。ただ、町が単独で発行するような



書類での性別等を削除しても問題はないと思うが、どれだけの項目があり削除しても問

題がないかどうかということを調査研究させていただけたらと思うとの答弁がありまし

た。 

 次に、継続審査案件であります（仮称）総合福祉会館整備計画についてを議題とし、

理事者より説明を求めたところ、前回の厚生常任委員会以後の進捗状況として、建設候

補地の地権者の方々に協力を得るべく、８月２６日に第３回目の用地交渉を行った。今

後もさらに理解が得られるように努力したいとの説明を受けました。 

 委員からは質疑がなく、終わることといたしました。 

 次に、各課報告事項といたしまして、まず、定例会に提出されております議案第４０

号 平成１５年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）についてのうち、当委員会所管に

属するものについて、各担当課よりそれぞれ説明を受け、当委員会として異議なく了承

することといたしました。 

 そのほか、住民基本台帳ネットワークシステムの第２次稼働に伴う状況について、郵

便局における証明書等の交付取扱い件数の状況について、またその他として委員より質

疑があり、理事者より一定の答弁がされておりますが、ご報告を省略させていただきま

す。 

 以上が開会中におけます当委員会にかかわります主な審査の概要でありますが、詳細

につきましては会議録に整理させていただいておりますので、ご覧いただきますようお

願い申し上げます。 

 最後に、当委員会として、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の

「現に子がいないこと」要件の削除などに関する意見書提出に係る陳情書、法律などで

性別の記載を義務付けている文書の性別記載の必要性の見直しと削除を求める意見書提

出に係る陳情書、町の公的文書中の不要な性別の記載の削除などを求める陳情書、（仮

称）総合福祉会館整備計画について、及び委員会条例第２条第１項第３号の定める所管

事務について、閉会中も引き続き調査を要するものと決定し、議長に申し入れておりま

す。 

 また、当委員会所管事務について、先進地視察を計画し、計画書を議長に提出してお

ります。いずれも議員各位のご理解を賜りたいと思います。 

 以上で厚生常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。 



○議長（森河昌之君）  次に、日程３、総務常任委員長報告について、総務常任委員長の 

審査結果報告を求めます。２番、松田委員長。 

○総務常任委員長（松田 正君） 総務常任委員長の松田正です。 

 総務常任委員会は、本会議から付託をされました６事案をはじめ総務常任委員会に係

る事項について審査を行うため、９月１８日午前９時から会議を開きました。その審査

の主な概要と結論について報告をいたします。 

 まず初めに、本会議から付託を受けました議案について報告をします。 

 議案第３５号 斑鳩町行政組織条例の一部を改正する条例についてであります。 

 改正の要点は、地方自治法の一部改正により、都道府県部局数の法定制度が廃止され

たことによるもので、条例の根拠条文を整理するためのもので、格別の質疑もなく、満

場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例の改正要点は、公職選挙法の一部改正により、不在者投票制度の一部が改め

られ、期日前投票制度が創設され、これに対応する投票管理者及び投票立会人を新たに

設置することに伴う報酬等を追加して定めることにしたもので、原案どおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第３８号の財産の無償譲渡についてであります。 

 この事案については、これまでの経緯を踏まえて、峨瀬自治会に地域集会所用地、面

積４９，６０平米の無償譲渡をしようとするものであります。この事案につきましては

、本会議での総括質疑のあったことを念頭に置き、必要と思われる資料の提示を求め、

慎重な審議を尽くしてきたところであります。 

 その主要な論点について紹介をいたしますと、次のようなことになろうかと思います

。 

 各委員からは、１つに峨瀬自治会より提出された地縁団体参加者名簿に不都合な点は

ないのか。そのことによって、今後に住民間でわだかまりを残すことはないのか。２つ

に、無償譲渡と有償譲渡の区分に分けられているのはいかなる理由によるものか。３つ

に、指導要綱では、必ずしも地縁団体でなければ補助金交付の対象とはならないと規定

していないが、無償譲渡する場合は、地縁団体としての法人格を有する団体であること

が前提となることを明確にすべきではないのか等の質疑、意見が交わされました。 



 これに対し理事者側から、１つに、地縁団体としての参加者名簿については現在確認

調査中であるが、地縁団体としての認可条件に影響はないものと考えている。２つに、

無償譲渡の基本的な位置づけとしては、当該用地が施設協力費を原資に地元集会所用地

に充てることで購入した経緯を踏まえ、当該用地を無償譲渡することにしたものであり

、有償譲渡する用地については、地元自治会の希望する敷地面積に応じることとし、有

償譲渡することとした。３つに、要綱に基づく補助金の取り扱いと無償譲渡する場合の

条件判断は、委員指摘の見解どおりであるとの答弁を得るなど、今後この種の取り扱い

については、事務処理手順など厳格を期すようにとの要望が述べられるなどの発言があ

り、原案どおり可決すべきものと決せられました。 

 次に、議案第３９号 消防ポンプ自動車購入についてであります。 

 消防車両整備計画に基づく第１分団の消防ポンプ自動車を更新しようとするもので、

１２月中旬までに配車することを目途に購入する立場で対応しているということの承認

を求めるものでありますが、委員からは、本会議での総括質疑にもありましたように、

競争入札とはいえ２社によるもので、予定価格の１００％落札などを考えると、果たし

て入札制度が機能していると言えるのかどうか、こういう立場からの質疑意見が展開さ

れました。これに対し理事者側は、自動車とポンプの機能判断として、ポンプに重点を

置いて指名競争入札を選択した。なお、保守管理面など特殊性などを十分に考えた結果

であり、了承をいただきたいと強調。委員からは、特殊な条件のあることは理解すると

しましても、今後さらに入札のあり方等については検討されるべきだとの意見が述べら

れました。 

 また、消防自動車更新による旧車両についてはどうするのか、消防活動の意識啓発の

立場からも、展示品として活用することなどが考えられないかとの意見もありましたが

、管理面の問題もあり、原則として廃車する方向で対応したいという意向を表明してい

ます。 

 以上のような論議を得て採決に付したところ、原案どおり可決すべきものと決しまし

た。 

 続いて、議案第４０号 平成１５年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）についてで

あります。 

 歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，０３５万８，０００円を減額し、歳入歳出それ

ぞれ８３億９，７１７万５，０００円とするものでありますが、その主な補正内容につ



きましては、町長の提出議案説明の中で具体的に述べられていますので、割愛させてい

ただき、ここでは主な論点になった部分のみ簡単に報告をいたします。 

 特に歳入の面で地方交付税の減額補正の根拠となる算定基準と考え方についてや、歳

出の教育費で小中一貫教育についての研修視察費を計上していることについての見解が

ただされました。地方交付税の減額措置については、臨時財政対策債の増額が認められ

ることになっていることや、一貫教育視察研修地などについては、広島県や静岡県を視

野に置いているけれども、今後慎重に検討し視察先を検討したい。なお、実施時期は１

１月下旬ごろになるとの認識が示されています。 

 以上のような問答を得て、議案第４０号は原案どおり可決するべきものと決しました

。 

 次に、議案第４５号 奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更については、本会議

で総括質疑のあったことを踏まえ、総務常任委員会は原案どおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上申し述べましたように、本会議から付託を受けました６事案について、総務常任

委員会はすべて満場一致の結論として原案どおり可決すべきものと決しましたことを改

めて報告をしておきたいと思います。 

 続いて、継続審査事案について申し上げます。 

 １つに、藤ノ木古墳の整備に関することについてでありますが、予定どおり発掘調査

が進められております。現在墳丘範囲の調査が行われており、宝積寺跡の調査は９月下

旬に着手する予定であること。今後の流れとしては、調査期間中に史跡藤ノ木古墳整備

検討委員会を開催し、現地視察等の指導を得ながら発掘調査を進めることになる。調査

結果については、１１月中旬ごろ報道発表を行い、１１月２２、２３日に、「史跡藤ノ 

木古墳開棺１５周年記念  馬具復元品特別展示  」計画とあわせ、史跡藤ノ木古墳 

  第５次発掘調査の現地説明会を開催を予定しているとの説明を受けたところであります

。 

 ２つに、史跡中宮寺跡の公有化について、関係者と交渉を始めているという報告を受

けました。 

 総務常任委員会としては、引き続きこれら２議案については、継続審査事案として位

置づけ、１０月中には鳥取県国府町、島根県松江市を視察先として史跡・古墳整備のあ

り方について調査研修を行うことなどを予定しているところであります。 



 各課報告事項としては、１つに、平成１５年度人事院勧告と町の対応について説明が

ありました。 

 人事院は、官民格差の是正を図るとして、平均年間給与の減額是正を行うよう勧告し

、政府はこの勧告を尊重することと決定しています。これまで斑鳩町としても、これら

に準拠することとしてきており、いずれ具体的検討結果をまとめ議会に提起することに

なるという前提で勧告内容の骨子の説明と、これを準用した場合の斑鳩町の試算推定額

などについての説明がありました。具体的な対応については、今後の審議にゆだねるこ

ととしました。なお、報酬審議会の開催は、本年度は行わない方針であることが明らか

にされました。 

 ２つに、斑鳩町立町民プールの１５年度の利用状況についての報告がありました。プ

ールの使用期間は、７月１日から８月３１日までの２カ月間で、利用者５，８０４人、

大人１，８１９人、うち付き添い等２８０人、小人３，９３５人、うち幼児３３１人、

昨年に比べまして４９１人の減少となっているということでありました。なお、付添人

や幼児の入場料の取り扱いやプール西側の日除け対策などにつきましては、来年の使用

時期までの検討課題とすることが確認をされております。 

 最後にその他の事項として、龍田財産区のつり池訴訟の現状についての質問に対して

、裁判で最後まで争うか、調停という段階をとるかの判断が近く求められることになる

と考えており、町としては裁判で決着を求めざるを得ないのではないかと、慎重にその

対応を検討しているということでありました。 

 以上が総務常任委員会の審査の概要と結果の報告であります。よろしくご理解を賜り

ますようお願いを申し上げ報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森河昌之君）  次に、日程４、決算審査特別委員長報告について、決算審査特別 

委員長の審査結果報告を求めます。７番、小野委員長。 

○決算審査特別委員長（小野隆雄君） それでは、決算審査特別委員会のご報告をさせて 

いただきます。 

 本会議から付託を受けました平成１４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てのほか６特別会計の認定の審査を行うため、９月９日、１０日の２日間にわたり当委

員会を開催いたしました。その内容と審査についてご報告を申し上げます。 

 審査に当たっては、まず初めに代表監査委員より決算審査意見書に基づく報告を受け

、この報告に対しまして質疑を受けることとし、委員より若干の質疑があり、監査委員



から一定の答弁がされております。 

 続いて、収入役より平成１４年度斑鳩町一般会計及び各特別会計の決算概要について

説明を受け、これに対する質疑をお受けしたところ、委員より若干の質疑があり、理事

者より一定の答弁がされております。 

 続いて、一般会計から順次審査を行うこととし、初めに認定第３号 平成１４年度斑

鳩町一般会計歳入歳出の認定について、第１款から各款ごとに説明を受け審査すること

といたしましたので、その概要について申し上げます。 

 第１款議会費では、委員から視察に関する旅費についての質疑がありましたが、事務

局より一定の答弁がされたところであります。 

 第２款総務費では、平成１２年度から試行的に実施していた行政評価について、平成

１４年度ではどのような前進が見られたのかとの質問があり、事務事業評価の調書の改

良などとして、主に評価に用いる指標の点検を行うこと考えているが、非常に難しく、

試行錯誤を重ねながらやっていきたいとの答弁がありました。 

 また、選挙の投票率が低下する傾向の中、要介護度の高い方が投票するという権利を

行使できる状況をつくっていくべきではないかと提案してきたが、県と協議をしていた

だけたかとの質問には、正式な要請は行っていないが、県の選挙管理委員会を担当する

市町村課には、そういった話をしたことがある。県は国の動向を見定めながら慎重に審

議していると思うとの答弁がありました。 

 さらに、行政サービスの向上を図るため、住民満足度調査の実施でアンケート調査を

行ったとあるが、その結果、質的向上を図った具体例を教えていただきたいとの質問に

は、公民館の窓口などの対応が悪いとの指摘があり、若い事務員を配置させるなどして

改善の効果があらわれているとの答弁がありました。 

 次に、第３款民生費については、人権問題職員研修の実施をしておられるが、集会へ

参加する職員の決定方法、また１つの団体の集会に公費を使って派遣する考え方につい

ての質問があり、全職員を順番に割り当て研修を行っている。県の共催事業であり、あ

らゆる差別を撤廃していくということで、部落開放も含めた人権問題としてとらえて集

会をされているとの答弁がありました。 

 また、保育料の不納欠損を出された経過についての質問には、転出先が不明、また他

府県への転出により連絡がとれないため、平成６年度から８年度の３件の保育料につい

て、地方自治法の金銭の債権の消滅時効により、納付通知後５年以上経過しているため



不納欠損処理をしたとの答弁がありました。 

 続いて、第４款衛生費については、奈良保健所の管轄が変わり、都 村、山添村、天

理市が郡山保健所の管轄になり、また精神障害者の問題が町へおりてくる中で、保健衛

生の問題に取り組むことで不便はなかったのかとの質問があり、郡山保健所はエリア拡

大で苦労されたと思うが、市町村としては今までの業務に変わりはない。他の市町村が

入られたことで情報を得られるというメリットがあったと思うとの答弁でした。 

 また、親子水生生物の体験教室について、なぜ中止したのかとの質問には、以前から

継続して実施しているが、１４年度だけ事前に参加募集をしたが、参加希望者が予定人

数まで集まらなかったので中止したとの答弁でした。 

 次に、第５款農林水産業費では、農業委員会の会議は、会議録ではなく要点筆記とい

うことを聞いたが、情報公開の進む中で記録としてきっちりと残すべきではないかとの

質問があり、質問者のおっしゃるような状況のときはありましたが、４月から要点筆記

ではなく会議録として整理を進めているところであるとの答弁がありました。 

 次に、第６款商工費では、観光客がかなり減っているが、観光客の数字の把握の仕方

についてどのようにしているのか確認の質問があり、町営駐車場の利用状況や法隆寺の

参拝客であるとか、それらをもとに算定しているとの答弁がありました。 

 また、債務保証料の助成というのは、どういう目的でされ、どういった業種の方が受

けておられるのかとの質問には、商工業者の経営の合理化、設備の近代化を図り、中小

企業者の成長、発展及び振興に資するために、商工業者の債務保証に係る保証料を予算

の範囲内で補給しておりますとの答弁でありました。 

 次に、第７款土木費では、未登記道路の整備だが、町道として登記ができていない部

分がかなりあると思うが、着々と整理が進められているのかとの質問に、毎年計画的に

進めている。底地の整理については、関係者の協力や地権者の相続の問題でなかなか進

んでいないのが実情ではあるが、色々な機会をとらえて解消に努めているところである

との答弁がありました。 

 いかるがパークウェイの整備について、電線の地中化は行うのか、公園のような道路

をつくるということの中で、モデル区間だからこそ必要ではないのかとの質問には、電

線類の地中化は、電気、通信、ガスなどの事業者と協議をされてきたが、モデル区間は

農地が大半で将来の利用計画が不確定ということもあり、事業者が参加することは難し

いとの姿勢で、共同溝の整備はできない状況にあるとの答弁でありました。 



 また、１４年度にはＪＲ法隆寺駅の北口の駅員の無配置時間が延長されるということ

で、北口の無配置についての協議も進めてほしいとの議論があったと思うが、その経過

はどうなっているのかとの質問には、ＪＲ西日本が方向づけをされ、今は考えておられ

ない。橋上化を図っていくことで親切丁寧な対応ができるようにしていくことが大事で

あるとの答弁がありました。 

 また、法定外公共物の譲与について、１４年度ではどの程度進んでいるのか確認をし

ておきたいとの質問には、法務局の公図をもとに町の備えつけの地番図に落とし込みを

行い、確認作業を行っている。各部署が管理している施設についても、確認をしていた

だいているとの答弁でありました。 

 その他に、自治会で管理されている公園について、自治会の会員数が脱会により減少

する中、維持管理に費用がかかり悩んでおられるところがあるので、町としても実態を

見る中、よい方向がないか意識しておいてもらいたいとの意見がありました。 

 次に、第８款消防費では、火災だけではなく、災害時での心構えを常に訓練しておく

必要があると危機感を持っているが、危機管理についてより一層行政で力を入れていた

だきたいとの意見に、昨年度より地区別防災訓練を行っている。また、自治会単位で消

火訓練や防災訓練をやっておられると聞いており、消防団や西和消防とも連携を図り訓

練に当たっていきたいとの答弁でありました。 

 また、音声遠隔装置の声がなかなか聞き取りにくいと言われているが、改善の余地は

ないのかとの質問には、共鳴が起こるということで、３つのグループに分け、同時に放

送しないで分けることで共鳴を防ぎ、聞こえやすいように改善を行っているとの答弁が

ありました。 

 次に、第９款教育費では、野外活動センターの利用人数は増えているが、利用回数は

非常に少ない。野外活動をする施設としては不満のある施設とよく聞くが、仮に利用し

ている団体などに委託して運営をしてもらったら、行政がするより利用が増えるのでは

ないかとも考える。そうしたことは検討できないのかとの質問に、利用者からの要望の

あった施設の設置など改善もさせてもらっている。委託については、１年を通じて使用

してもらい、よく利用されている方は一番よく理解されていますから、責任を持ってし

ていただけるのであれば、そうしたことも考えていきたいとの答弁でありました。 

 また、スクールカウンセラーの配置と心の教室相談員のその取り組みについての質問

には、スクールカウンセラーは、斑鳩中学校に配置している。前年度と同じ先生に来て



もらっている。心の相談員も、民間の女性の方に来ていただいているとの答弁がありま

した。 

 さらに、人権問題地区別懇談会では、もっと参加してもらえる方法はないかというこ

とで色々意見が出ていたが、１４年度は１３年度と同じ方法で取り組まれたのかとの質

問に、平成１４年度から人権学習の地区別懇談会ということで町内を一巡する形で１７

年度まで実施する。その中で、学習内容、学習方法について見直しを検討させていただ

きたいとの答弁がありました。 

 第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費では、質疑はありませんでし

た。 

 次に、歳入全般について質疑をお受けしたところ、委員より若干の質疑があり、理事

者より一定の答弁がされたところであります。 

 以上で、一般会計歳入歳出に対する質疑を終結いたしました。 

 続いて、認定第４号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、短期被保険者証について、事務をとられた中での状況について説明い

ただきたいとの質問には、今まで交付をしているが、分納に応じた納付をされている方

については１年の保険証の交付をするよう改めており、若干件数も減ったと思うとの答

弁でした。 

 次に、認定第５号 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員より若干の質疑があり、理事者より一定の答弁がされております。 

 次に、認定第６号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認定

については、質疑はありませんでした。 

 次に、認定第７号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、敷地内の工事で個人の負担がどれぐらいの金額になるのか住民の方は心配

されている。その点を認識していただいて説明会に臨んでいただきたいが、考え方はど

うかとの質問に、個人にかかる負担の問題は一番重要なものとなってくると思う。我々

も一番心配しており、色々なパターンについて概算の見積もりをつくりながら説明会に

臨みたいとの答弁がありました。 

 次に、認定第８号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、介護度の認定に当たり、老人は自分の健康状態を悪く言いたくないというと

ころがあり、正当な評価が難しいと思うが、判定方法についてお聞きしたいとの質問に



、まず調査員が自宅に赴き調査し、あわせて主治医の意見書等も調査し、第１次の判定

を行う。その結果と主治医意見書、調査書を勘案する中で、介護認定審査会において介 

護度の判定が行われるため、偏りなどは出てこないと思われるとの答弁がありました。 

 また、介護保険について重要な地域ケア会議を重要視しているが、その開催状況につ

いて説明を願いたいとの質問には、通常月１回程度開催しているが、在宅で介護されて

いる方や介護保険運営協議会の方、また各事業所で情報交換や情報収集の場として会議

を進めているとの答弁がありました。 

 以上で、それぞれ特別会計の質疑を終了し、この後委員会の意見集約を行うため休憩

とし、再開後、認定第３号 平成１４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について

は、賛否の討論を必要とすると申し入れがあり、討論を行うこととし、本件を認定する

ことに反対の意見を求めましたところ、１点目に、多額に投資をされた住民基本台帳ネ

ットワークシステムについて、国からの押し付けによる、しかも個人情報保護法が未整

備という状況の中で進められ、町の持ち出しが非常に多かった。 

 ２点目に、ＪＲ法隆寺駅舎について、調査費用が全額町の負担であり、お金を出さず

に協議だけ参加するＪＲに対し、町も北口の問題を協議してほしいとしていたが、ＪＲ

の方針を押し付けられた状況になっている。 

 ３点目に、採用した職員から辞退が出ているが、わずかな採用に、多くの中から選ば 

れたにもかかわらず、そうした事態が起こるということは、検討が必要ではないのか。 

 ４点目に、緊急雇用対策については、活用不足である。 

 ５点目に、部落解放同盟の研究大会に、県が共催している状況のもと、公費で職員を

派遣することは納得ができない。 

 ６点目に、小集落地区事業で、平成１２年度の残事業として多額の支出をしている。 

 ７点目に、心のノートについて、文部科学省が決定し、おろしてきたものを何の疑問

もなく採用し、仲間という本も県から言われ何の疑問もなく採用していることに納得が

できない。 

 その他に、投票率がどんどん下がる中、選挙管理委員会は、投票率の向上に向け、さ

らなる努力をしていただきたい。観光商工の連携を強化し、町の活性化に努められたい

。積み残しの事業や施策の整理、懸案事項の解決にさらなる努力をしていただきたい。

そして、国の押し付けという状況が見える中、地方自治体として、町民の暮らし、福祉

を守る立場での地方分権としての自覚を持ち、その姿勢を斑鳩町も貫いていただきたい



ということを付け加えられ反対の意見とされました。 

 次に、本件を認定することに賛成の意見を求めたところ、決算の審査に当たっては、

当該予算の執行によって行政効率が上げられているのか、それは最小の費用で最大の効

果を上げているのかなどを着眼点に審査を行い、一部については改善や改良が必要な点

も見受けられたが、大筋については、町長からの提案説明及び本決算特別委員会での成

果の説明のとおり、一定の行政効果が上げられていると考えている。 

 今日の厳しい経済情勢の中ではあるが、引き続き諸施策の推進に真剣に取り組むこと

をお願いするとともに、特に財源確保について、地方交付税の減額、補助金の削減の上

に、財源移譲の論議など本町を取り巻く環境は極めて厳しいことから、動向などに十分

留意し、一般財源、特定財源ともその確保に鋭意努力されるようお願いする。 

 当委員会で審議された内容が単にこの場だけで終わることなく、今後の町政の推進に

着実に反映されていくことを強く期待し、認定に同意するというものでした。 

 本件については、賛否両論であり、採決の結果、当委員会としては賛成多数で認定す

るものと決しました。 

 続いて、認定第４号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第５号 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第６号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第７号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第８号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、当委員会として満場一致で認定すべきものと決しました。 

 以上が本会議より付託を受けました一般会計及び特別会計についての当委員会での審

査の概要と結果であります。詳しくは後日会議録を作成し配布いたしますので、ご覧い

ただければ幸いです。 

 これをもって決算審査特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。長時間ご清

聴ありがとうございました。 

○議長（森河昌之君）  以上で各委員長の報告が終わりました。 

 これより、付議順序に従いまして表決を行ってまいります。 

 議案第３５号 斑鳩町行政組織条例の一部を改正する条例についてをお諮りいたしま

す。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ご 

ざいませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第３５号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部を改正する条例についてをお諮りいたします。本案については、質

疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第３６号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３７号 斑鳩町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例につい

てをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決

することに異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第３７号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第３８号 財産の無償譲渡についてをお諮りいたします。本案について

は、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することに異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

          （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議ありとのことです。よってこれより討論を行います。 

 初めに、本案を可決することに反対する議員の意見を求めます。４番、西谷議員。 

○４番（西谷剛周君） 議案第３８号 峨瀬自治会集会所建設用地の財産の無償譲渡につ 

いて、反対の立場から意見を述べたいと思います。 

 ３年前にわたる峨瀬自治会集会所建設問題は、平成１２年８月、当時地元自治会員で

あった宮本勝吉氏から、私たち自治会員が集会所建設を承認していないのに、前自治会

長であった東川義則氏ら一部役員で集会所の基礎工事を始めているので調べて止めてほ

しいという内部告発から始まりました。 

 そこで私は、平成１２年９月で、斑鳩町地域集会所施設整備費補助金交付要綱に基づ

き、工事着工までの公文書が峨瀬自治会からどのような形で提出され、町はそれをどの

ように精査し受理したのかを調査いたしました。 



 その結果、工事着工に至るまでの必要書類は受理されておらず、私の９月議会の一般

質問の事前通告日の平成１２年９月４日の夜間に町職員２名が前峨瀬自治会長東川氏宅

に出向き、公文書の不備をつくろうため次のような公文書を作成いたしました。 

 平成１２年９月４日、峨瀬自治会から集会所施設整備費補助金交付要綱申請書提出、

平成１２年９月６日、町長より１，８９０万５，０００円の集会所補助金内定通知、同

年９月７日、集会所工事着工届、以上の公文書が平成１２年９月８日の私の一般質問の

前日までによって作成されていました。このような夜間に通常の文書を受けるというよ

うな町行政の事務執行は、前代未聞であります。 

 また、峨瀬自治会長に集会所建設を通達する以前の平成１２年５月３１日、峨瀬自治

会長より土地開発公社の用地買取承諾書を提出、同年６月５日、町長が峨瀬自治会長東

川氏に、町有地及び土地開発公社の土地使用承諾書を交付、同年６月６日、峨瀬自治会

長が風致地区内工事許可申請書を町に提出、同年６月８日、町は風致地区内工事許可申

請を県へ申達、同年７月４日、郡山土木へ建築確認申請、同年８月、集会所建設地鎮祭

と、以上の手順で行政と自治会長と日本建設とで集会所建設を進めていました。 

 平成１２年９月８日、以上のような虚偽公文書を踏まえ、私が一般質問で取り扱う公

文書について質問したとたん、平成１２年９月７日の工事着工届を、町が受理したにも

かかわらず、１週間後の９月１４日に工事中止届を前自治会長に働きかけ、町行政の今

日までの事務執行の失態をつくろうため中止届の理由を、峨瀬自治会に地縁団体を設立

するまでは工事を中止すると問題をすり替えました。 

 以上の理由で、平成１２年９月１４日から３年以上峨瀬自治会集会所建設工事は中止

となり、基礎工事のまま放置されています。 

 ところが、平成１４年１月１９日、峨瀬自治会集会所建設を請け負った日本建設が、

峨瀬自治会長宮本勝吉氏に対し、契約不履行事件として損害弁償７０９万円を支払えと

いう訴えを奈良地裁に起こしました。平成１５年３月２５日、契約不履行で訴えられて

いた峨瀬自治会長が日本建設に６００万円を支払い、契約不履行の損害弁償金ではなく

、和解という形で裁判を終結させました。平成１５年７月１４日、全峨瀬自治会員の承

認も得ず、現在の自治会員とは構成が異なる３年前の自治会総会の決議だけで峨瀬自治

会長宮本勝吉氏が、自治会員３２０名で地縁団体の申請を町へ提出。同日峨瀬自治会長

宮本氏が、自治会員に集会所建設の再開をする旨の文書を配布。平成１５年７月３０日

、町は峨瀬自治会に地縁団体を認可。しかし、この地縁団体の設立に関し、地元峨瀬自



治会員より地縁団体の説明を聞いていないとの連絡があり、町の認可には問題があると

思います。 

 ３年間の要約を述べましたが、数々の虚偽公文書の中で、峨瀬自治会集会所建設着工

に至らしめたのは、まぎれもなく町長が平成１２年６月５日に交付した町有地及び土地

開発公社の土地使用承諾書であり、その前提となる町有地の施設協力金１，４４０万円

の寄付金を地元峨瀬自治会に還元するという法律はどこにもありません。また、工事中

止とした理由は、地縁団体の設立の有無としていますが、それならばなおさら町有地や

土地開発公社の土地をなぜ峨瀬自治会に使用させたのか。これらの行為はまさしく町長

の背任行為であり、行政の私物化であります。 

 我々町議会議員は、町民から選挙で選ばれ、公金の不正支出を監視する責務がありま

す。このような土地、１，４４０万円、補助金１，８９０万５，０００円という不当な

公金の支出を決して許すことはできません。また、町行政の失態をつくろうため、とに

かく集会所を建ててしまえばいい、町民からしても納得のいかない町行政の偏った実態

であります。このような議案を可決することは、議会の公文書の監査機能が果たせず、

町民からすれば、このような議会は要らないという結果につながると思います。 

 また、今朝の全員協議会でも明らかになったように、地縁団体設立においても、地元

自治会員５名が連盟で、地縁団体の設立は知らなかった、もっと多数おられるというよ

うな文書が出てきたにもかかわらず、十分な調査もせず、自治会長に調査を指導し、断

られたにもかかわらず議案を出すという姿勢は大いに問題があります。まして現在の自

治会員とは構成が異なる３年前の自治会総会の決議があるからというのは、大いな疑問

が残ります。この件だけでも継続審査に値すると思います。町行政は、法律や条例に基

づき万人に公平、公正であるとともに、地元住民が混乱し、将来までしこりを残さない

ための十分な配慮が必要であると思います。 

 これをもって私の反対討論といたします。 

○議長（森河昌之君）  次に、本案を可決することに賛成する議員の意見を求めます。７ 

番、小野議員。 

○７番（小野隆雄君） 議案第３８号 財産の無償譲渡について、賛成の立場から意見を 

述べさせていただきます。 

 峨瀬自治会では、マンション建設に伴い会員数が著しく増加し、会員が一堂に集まれ

る集会所の建設をかねてより強く要望されておられました。そういう状況の中で、マン



ション開発業者から集会所用地の寄付を受けることとしたものの、適当な用地を確保で

きなかったことから、町が業者より集会所建設用地購入費用として寄付金を受け入れ、

その寄付金に見合う土地を購入されたものであります。当該集会所建設用地を無償譲渡

することは、町と地元自治会との当初からの約束でもあり、また議会としても住民の利

益のため了承していたことでもあります。 

 今般、地元自治会が地縁による団体の設立認可を受けられ、集会所建設の再開をされ

ますことから、地元自治会とされても、当該集会所建設用地としての受け入れの条件が

十分整ったと言えると思っております。 

 これらの経緯を踏まえ、集会所用地を地元峨瀬自治会に無償譲渡することは、当自治

会が行う総合的かつ適正な財産管理に資するものであり、また当自治会のみならず付近

自治会にとりましても、活動拠点が充実することにより、地域自治会の自主的な活動の

促進が図れるものと期待をしております。 

 総務常任委員会での要望、また議長、総務常任委員長の特別の配慮により、先ほどの

全員協議会で理事者側への意見のあったことなどを十分に咀嚼し町政に反映されること

、また今後の住民のコミュニティ意識の醸成や活動支援を積極的に推進されることを期

待して私の賛成意見とさせていただきます。どうぞ議員皆様の良識をお願いいたします

。 

○議長（森河昌之君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本案については、賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 原案どおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 

        （起立する者あり） 

○議長（森河昌之君）  起立多数であります。よって議案第３８号については、賛成多数 

で可決いたされました。 

 続いて議案第３９号 消防ポンプ自動車購入についてをお諮りいたします。本案につ

いては、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか

。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第３９号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４０号 平成１５年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）についてを



お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４０号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４１号 平成１５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報

告どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４１号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４２号 平成１５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号

）についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４２号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４３号 平成１５年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決

することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４３号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４４号 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する

規約の変更についてをお諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員

長報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４４号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、議案第４５号 奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更についてをお諮り



いたします。本案については、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり可決することに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議案第４５号については、満場一致 

で可決いたされました。 

 続いて、承認第８号 町長専決処分について承認を求めることについて（平成１５年

度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について）をお諮りいたします。本案につい 

ては、質疑、討論を省略し、委員長報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって承認第８号については、満場一致で 

承認いたされました。 

 続いて、認定第３号 平成１４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について討論

を行います。 

 初めに、本案を認定することに反対する議員の意見を求めます。１３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、平成１４年度一般会計の決算に対して反対の意見を 

述べさせていただきます。 

 今回の決算状況を見させていただく中で、組まれた予算の執行が果たして住民の要求

に照らして妥当なものであったか、また費用対効果として評価できるものかどうかとい

う点から意見を述べさせていただきます。 

 まず１点目、住民基本台帳ネットワークシステムについて、地方自治体に莫大な費用

負担を強いて進められており、斑鳩町では平成１４年度においても、システムの電子化

など合わせて約２，５８０万円を支出していますが、確かに全国どこの市区町村でも住

民票の写しの交付が受けられるなど便利な面はあるにせよ、以前から心配がされていた

ように、個人情報保護法がいまだに整備されないままです。行政機関による個人情報の

目的外利用を罰する規定はなく、また警察からサラ金業者に情報が漏れるなどの報道が

され、現実に個人情報が売買されているというのが現状であります。住民が安心して使

えるシステムになっていないため、既に平成１５年８月２５日から住民基本台帳カード

の登録が始まりましたが、斑鳩町では９月２４日までの１カ月の申請件数が実に２０件

という非常に少ない数字です。安全面や費用対効果といった面において、国から言われ

る事業であっても、本当に住民のためになるものかどうか疑問を持ち、今後さらに地方



分権が進む中、町として町民に対し、より一層責任ある対応をしていただきますよう要

望いたします。 

 次に、２点目ですが、人権問題職員研修の実施として、職員が部落解放同盟の研究大

会に参加していることについて、県も共催しているということですが、一同盟に対し町

が予算を組んで参加をするということに対しましては、納得ができないと申し上げてお

きます。 

 さらに、３点目として、安堵町小集落地区改良事業につきましては、日本共産党とし

て以前から一貫して、これは特別な事業ではなく一般事業化すべきであると申し上げて

きました。この事業は、時限立法によって、平成１３年をもって終結しており、現在一

般財源化されておりますが、今後についてもそのような趣旨を踏まえた取り組みをされ

ることを強く要望いたします。 

 ４点目に、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業ですが、９６７万円を支出しているのですが、

駅舎改築に当たっては、バリアフリー化が根本の目的であるはずなのに、現在の駅北口

における昼間の駅員無配置の状態が改善されていません。また、駅東側の踏切拡幅につ

いても、行政として住民の声を受けとめ、ＪＲに出向き交渉を行っていただくなど大変

ご苦労をいただいていることには感謝いたしておりますが、住民の要求に応える形での

対応になっていないということを指摘させていただきます。 

 加えまして、今後交渉していく法隆寺駅舎改築のＪＲ側の費用負担の問題も含め、幾

ら民営化されたとはいえ、公共交通機関の責務を負う企業として、ＪＲに対し、公共意

識を持ち、社会的責任をしっかりと担っていただけるよう町としてそのことをしっかり

と意識し、交渉に当たっていただきますよう強く要望いたします。 

 ５点目として、緊急雇用対策事業への取り組みについて、以前から緊急雇用創出特別

交付金の活用について、一般質問でもたびたび取り上げられていたように、その存在を

行政としても認識をされていたはずですが、平成１４年度の取り組みとしては非常に弱

く、決算書を見る限りでは活用不足であると指摘いたします。平成１５年度は、予算の

段階から積極的に取り組んでいただいておりますが、近年の雇用状況を見ましても、行

政として住民から最も必要とされている事業の一つであることをしっかりと認識いただ

き、今後につきましてもさらなる創意工夫を持って雇用創出に力を注いでいただきます

よう要望いたします。 

 以上、主な点について述べさせていただきました。その他にも、三代川改修に加え色



々な懸案事業がございますが、今後それらの事業につきましても最大の努力をしていた

だきたいと思います。 

 最後になりますが、色々な面で努力いただき、評価すべき点もたくさんあるというこ

とは認識しておりますが、地方分権が進む中、国からの押し付けではなく、住民の暮ら

しや福祉を守るという立場から、町として独自性を持って、住民が主人公のまちづくり

を目指し、より一層の努力をしていただきますようお願いいたしまして私の反対討論と

させていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（森河昌之君）  次に、本案を認定することに賛成する議員の意見を求めます。１ 

２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 認定第３号 平成１４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定 

につきまして、賛成する立場から意見を申し述べさせていただきます。 

 厳しい財政環境の中、第３次斑鳩町総合計画の実現に向け、本町が直面する課題への

的確な対応と重点施策の着実な推進に積極的に取り組んでこられました。その主な取り

組みについて見てみますと、１つ目の「ともに生き心ふれあうまちづくり」では、町制

５５周年記念事業としてコスモスライブを実施し、コミュニティ意識の醸成を図るとと

もに、男女共同参画社会の推進では、女性総合相談窓口を設置するなど女性に対する暴

力をはじめとした人権侵害や女性が抱えるさまざまな問題に対応できる体制を引き続き

整備されたところであります。 

 ２つ目の「すこやかにともに生きる福祉のまちづくり」では、高齢者福祉への対応と

して、各種サービスの実施により、高齢者が自立した生活がおくれるよう引き続き支援

するとともに、障害者福祉の推進では、精神障害者に対する保健福祉事務の市町村移管

に的確に対応されたところであります。また、児童福祉の充実として、斑鳩学童保育室

の建て替えを実施するとともに、引き続き保育サービスの充実に努められておられます

。 

 ３つ目の「文化の香り高く心豊かなまちづくり」では、教育、人づくりの充実では、

次世代を担っていく子どもたちに生きる力を育むため、総合的な学習の時間を中心に、

各学校の創意工夫を生かして教科の枠を超えた学習が行えるようその充実を図るととも

に、各種芸術、文化の発展と意識の向上を図るため、文化芸術振興を目的とした事業を

統合して、「いかるがの里文化芸術祭」を開催されました。 

 ４つ目の「潤いのある魅力的なまちづくり」では、いかるがパークウェイを中核事業



として、都市計画道路法隆寺線、法隆寺・藤ノ木線、町道整備５カ年計画等の整備によ

り町内基幹道路の着実な整備が図られました。また、老朽化した五百井、興留の町営住

宅の建て替えを進められました。 

 ５つ目の「安全で快適なまちづくり」では、公共施設の環境管理を徹底するとともに

、地元企業及び住民の環境保護に対する認識を向上させるため、ＩＳＯ１４００１の認

証取得をされたところであります。 

 ６つ目の「にぎわいのあるまちづくり」では、聖徳太子ゆかりの道である太子道を歩

くイベント、「太子道ウォーク古代ロイヤルロードを行く」を開催し、太子道を考える

機会を提供するとともに、町内外へ地域文化の発信が行われました。 

 これらのことから、町としては、今日の厳しい財政環境の中でありますが、住民の要

請に応えて、住民福祉の向上を図るため、諸施策の推進に真剣に取り組まれてきたもの

と考えます。 

 なお、最後に監査意見書及び決算審査特別委員会で議論されたことについては真摯に

受けとめ、さらなる町政の発展を願い、町行政の一層の努力をお願いし、私の賛成意見

といたします。皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森河昌之君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本案については、賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。 

        （起立する者あり） 

○議長（森河昌之君）  起立多数であります。よって認定第３号については、賛成多数で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第４号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてをお諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、委員長報告ど

おり認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって認定第４号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第５号 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてをお諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、委員長報告どおり認定

することにご異議ございませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって認定第５号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第６号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定についてをお諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、委員長報告どお

り認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって認定第６号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第７号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてをお諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、委員長報告どお

り認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって認定第７号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 続いて、認定第８号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてをお諮りいたします。本案については質疑、討論を省略し、委員長報告どおり

認定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって認定第８号については、満場一致で 

認定いたされました。 

 ここでお諮りいたします。皆さんのお手元に配付いたしております追加日程１、発議

第７号 イラク復興支援での自衛隊派遣、平和貢献に関する意見書について、追加日程

２、発議第８号 県立高校の再編計画の見直しを求める意見書についてを日程に追加し

、日程の順序を変更し、先に審議することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって追加日程１、発議第７号 イラク復 

興支援での自衛隊派遣、平和貢献に関する意見書について、追加日程２、発議第８号 

県立高校の再編計画の見直しを求める意見書についてを日程に追加し、日程の順序を変

更し、先に審議することに決しました。 



 それでは、追加日程１、発議第７号 イラク復興支援での自衛隊派遣、平和貢献に関

する意見書についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） それでは、意見書の朗読により議員発議にかえさせていただきま 

す。 

 発議第７号 

    イラク復興支援での自衛隊派遣、平和貢献に関する意見書について 

 標記について、会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出する。 

                       平成１５年９月２５日提出 

                       議会議員 

                         小 野 隆 雄 

                         浦 野 圭 司 

                         嶋 田 善 行 

                         飯 髙 昭 二 

                         西 谷 剛 周 

                         里 川 宜志子 

                         中 川 靖 広 

      イラク復興支援での自衛隊派遣、平和貢献に関する意見書 

 イラク復興支援は、国際社会の総意となり、日本など国連加盟国がイラク支援に参加

する道が開かれた。イラクの民衆は、一刻も早く復興を求めていることから、政府は、

今回成立した法律に基づいて、自衛隊派遣を含めあらゆる復興支援・人道支援に全力を

挙げて取り組もうとされている。復興支援・人道支援活動については、医療、被災民の

帰還援助、食料、医療、その他の生活関連物資の配布等を予定されている。 

 自衛隊派遣については、現地の治安状況やインフラの整備などを考えると、食事や衛

生、安全確保、物資輸送などを自前でできる自己完結型の組織でなければ十分な支援が

できないことは理解できる。 

 しかし、今回のバクダットの国連事務所が爆弾テロの標的になったことから、非戦闘

地域でも、自衛隊が標的にされない保障はない。 

 このことから、政府に対し、自衛隊派遣に際しては、事前に十分な現地調査を実施し

、派遣隊員の安全に万全を期して頂きたい。また、非戦闘地域の認定を厳格にして頂き



たいことを強く要望すると共に、イラク再建、中東地域の平和と安定のために、慎重に

進めていただき、平和な国際社会の実現に貢献されるよう要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

                             平成１５年９月２５日 

                            奈 良 県 斑 鳩 町 議 会                      

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（森河昌之君）  お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、原案 

どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって発議第７号 イラク復興支援での自 

衛隊派遣、平和貢献に関する意見書については、満場一致で可決いたされました。本意

見書は、関係機関に送付いたします。 

 続いて、追加日程２、発議第８号 県立高校の再編計画の見直しを求める意見書につ

いてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。１３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、発議第８号 県立高校の再編計画の見直しを求める 

意見書について提案させていただきます。 

 それでは、議案書を朗読します。 

 発議第８号 

       県立高校の再編計画の見直しを求める意見書について 

 標記について、会議規則第１４条の規定により別紙のとおり提出する。 

                       平成１５年９月２５日提出 

                       議会議員 

                         木 澤 正 男  

                         里 川 宜志子 

         県立高校の再編計画の見直しを求める意見書 

 それでは、意見書を朗読します。 

 奈良県教育委員会は６月１３日、「県立高校再編年次計画」を発表しました。この再

編計画は、十分な準備、検討期間もなく来年度から実施されようとしています。それに

ともない計画実施に対しては、子どもたちに行き届いた教育を願う教職員、保護者、住



民たちから多くの戸惑いの声、不安、批判があがっております。 

 一般的に、生徒達の学校選択の基準は学力だけでなく、校風、クラブ活動、制服、通

学距離など色々な要素がありますが、来年度に８校４グループの統廃合だけが具体化さ

れた今回の再編計画では、新しく統合される学校の入試レベルもわからないままに、受

験を控えた現中学３年生の志望校の決定に大きな不安があります。２００５年度に統合

される１０校５グループをはじめ、廃校になる学校に来年度受験する生徒がはたしてど

れだけいるのか、中学校や父母の間にも心配の声が広がっています。 

 また、県立高校の再編計画は、奈良県の次世代を育てる重要な、県民的課題です。高

校再編計画策定委員会の報告でも、「生徒や保護者はもとより、地域の人々や広くは県

民に周知し、理解を図るとともに、その意見や指摘は率直に受け止めて、改善の努力を

怠らないことが必要」だと強調しているところです。 

 よって、県においては、計画を広く県民に周知し、県民的合意を形成するためのとり

くみを進めるため、県立高校再編計画の見直しをされるよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

                            平成１５年９月２５日 

                            奈 良 県 斑 鳩 町 議 会                      

 どうかご採択のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森河昌之君）  お諮りいたします。本案については、質疑、討論を省略し、原案 

どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

         （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議ありとのことです。よってこれより討論を行います。 

 初めに、本案に反対する議員の意見を求めます。６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 反対の立場から意見を申し上げます。 

 県立高校の再編計画の見直しを求める意見書について、反対の立場から意見を申し上

げます。 

 奈良県教育委員会は、平成１２年７月に県立高校将来構想審議会を発足し、今後の県

立高校の目指す方向や高校の適正な規模及び配置などについて審議され、平成１３年９

月に県教育委員会教育長に答申され、以来県教育委員会の慎重な審議、また県民の意見

を聞くために成人５，０００人、高校生１，６００人、中学生１，２００人を対象にア 



ンケート調査をされ、広く県民の意見も聞き、高校の再編をされたものであります。 

 また、少子化から、高校の入学対象者が減少する中、高校教育の基礎基本の充実、豊

かな心を育てる、生徒の能力や適性、興味、関心、進路に応じた選択ができるよう高校

の再編を、生徒たちが行ける高校から行きたい高校への転換を図られたこととなります

。 

 奈良県の自然や歴史、文化的遺産継承や発展の取り組み、近年の産業の動向や地域の

特性を踏まえ、今後求められた高校教育に十分応える学校運営の教育の充実に努めてい

くことを願いまして反対意見といたします。 

 どうぞ皆さんのご賛同をよろしくお願いします。 

○議長（森河昌之君）  次に、本案に賛成する議員の意見を求めます。１４番、里川議員 

。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、県立高校再編計画の見直しを求める意見書につき 

まして、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

 今回の県立高校再編年次計画については、余りにも拙速で乱暴なやり方であるという

こと、そして町教育委員会なども、子どもたちにかかわる重要なことなのに、こういう

やり方に問題意識が持てず、県がやることだから何でももっともだと考えているところ

に大きな問題があるということをまず申し上げたいと思います。 

 そして、先ほどの反対の討論をされた中にございましたが、アンケートは確かにとら

れました。けれども、先ほど申されたように、人口との対比を考えますと、ごくわずか

な一握りの方にアンケートをしたということで終わっている状況であるということも申

し述べさせていただきます。 

 そして、この意見書にあるように、６月１３日に発表されましたこの計画を、統廃合

となる当事校の教職員に知らされたのは、６月１１日だと聞いています。十分な協議も

なく、行政主導のこのやり方は、人を育てる学校にはそぐわない。民主的な教育的配慮

がなされるべきであると考えます。 

 文化、伝統、歴史を大切にする斑鳩町としても、それぞれの学校が持つ文化、伝統、

歴史が統廃合によりどうなっていくのか、どうしようとしているのか、これも重要なこ

とと考えるべきではないでしょうか。自分の母校を大切に思う気持ちなど、それこそ今

の教育の中で育てなければならない部分であると思います。 

 また、近来にない大不況のもと、９７％とも９８％とも言われる高校への進学率を考



え、県立高校に行きたくても行けない子どもたちが路頭に迷うようなことがないよう、

十分な進路指導が保障された形での計画実行とするべきだと考えます。 

 こういった問題点、さまざまな観点を無視したやり方ともとれる今回の再編計画は、

大きな混乱を避け、子どもたちの健やかな成長を第一のポイントとして、県教育委員会

におかれましては、一旦募集要綱を発表されましたが、計画を凍結し、県民的合意を得

られるような施策をとられ、教育の場らしく人間を大切にしたやり方で進めていただけ

るよう計画の見直しという英断を求めたいと思いましてこの意見書の賛成討論をさせて

いただきました。どうか議員皆様の深いご理解を賜りますよう心からお願いをいたしま

して私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（森河昌之君）  これをもって討論を終結いたします。 

 本件については、賛否両論であります。よってこれより採決を行います。 

 本案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

         （起立する者あり） 

○議長（森河昌之君）  起立少数であります。よって発議第８号 県立高校の再編計画の 

見直しを求める意見書については、賛成少数で否決いたされました。 

 続いて、日程５、各常任委員会の先進地視察についてを議題といたします。 

 各常任委員長から、各常任委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第１２

１条及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定により、

お手元に配付いたしております計画書のとおり先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、これを承認することにご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって各常任委員長からの申し出は、満場 

一致をもって承認いたされました。 

 続いて、日程６、議会運営委員会の先進地視察についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から、委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第１２１条

及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定により、お手

元に配付いたしております計画書のとおり先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、これを承認することにご異議ござい

ませんか。 



         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって議会運営委員長からの申し出は、満 

場一致をもって承認いたされました。 

 続いて、日程７、都市基盤整備特別委員会の先進地視察についてを議題といたします

。 

 都市基盤整備特別委員長から、委員会の先進地視察について、斑鳩町議会会議規則第

１２１条及び斑鳩町議会議員の行政視察等派遣に関する要綱第１０条第１項の規定によ

り、お手元に配付いたしております計画書のとおり先進地視察の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、これを承認することにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって都市基盤整備特別委員長からの申し 

出は、満場一致をもって承認いたされました。 

 続いて、日程８、各常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 各常任委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第７５条の規定

により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出が

あります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、閉 

会中の継続審査とすることに決定いたされました。それでは、各常任委員会には、それ

ぞれの事件における閉会中の審査についてよろしくお願いを申し上げます。 

 続いて、日程９、議会運営委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第７５条の規

定により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出

があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



○議長（森河昌之君）  異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、閉会 

中の継続審査とすることに決定いたされました。それでは、議会運営委員会には、閉会

中の審査についてよろしくお願いをいたします。 

  以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

  閉会に先立ちまして町長のあいさつをお受けいたします。小城町長。 

○町長（小城利重君） 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月２日に、平成１５年第５回町議会定例会を招集し、平成１４年度一般会計、

各特別会計決算認定を含め１９議案を提出させていただいたところ、終始ご熱心にご審

議をいただいた結果、いずれの議案につきましても原案どおりご承認を賜り、心より深

く感謝を申し上げるとともに、厚くお礼を申し上げます。 

 決算審査やそれぞれの議案においてご審議をいただいた中でのご意見等や、一般質問

でも賜りました貴重なご意見に対しましては、その内容を十分認識し、今後の行政運営

に正しく反映させてまいりたいと考えております。どうか議員皆様方には、引き続きよ

ろしくご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 平成１５年度もはや半ばとなり、本年度計画いたしました事務事業も順調に執行させ

ていただいており、行政の円滑な推進のため、賜りましたご意見を十分踏まえ、職員と

もども精いっぱい努力してまいる所存でありますので、議員皆様方には引き続きよろし

くご指導、ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第であります。 

 朝夕は過ごしやすい気候となりましたものの、日中はまだ暑い日もありそうですので

、議員皆様方におかれましては、くれぐれもお体にご自愛をいただきますようお願い申

し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（森河昌之君）  これをもって、平成１５年第５回斑鳩町議会定例会を閉会いたし 

ます。どうもありがとうございました。 

         （午後０時１５分 閉会） 


